
非常勤職員取扱要綱 

制定 令和２年３月３日区長決定 要綱第４９号

（趣旨） 

第１条 この要綱は、非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和３１年１

２月品川区条例第２９号）および品川区非常勤職員規則（昭和３８年６月品川区規

則第１３号）に定めがあるものを除くほか、品川区に勤務する非常勤職員（地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に定める特別職の職員をいう。

以下「職員」という。）の任用等に関し必要な事項を定める。 

（職および職務内容） 

第２条 職員の職および職務内容は、別表のとおりとする。 

（任用） 

第３条 所属長は、職員を任用しようとするときは、その２０日前までに任用調書（第

１号様式）を総務部長に提出し、任用申請を行うものとする。 

２ 職員の任用基準は、別表のとおりとする。 

（任期） 

第４条 職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の

範囲内で任命権者が別に定める。 

（分限、服務等） 

第５条 職員の分限、服務等については、品川区非常勤職員規則の定めるところによ

る。 

（勤務時間等） 

第６条 職員の勤務の形態は週２９時間以内とし、１日の勤務時間は休憩時間を除き

７時間４５分以内とする。 

２ 職員の勤務日および勤務時間は、別表のとおりとする。 

３ 職員の休憩時間は、正規職員の例による。 

（報酬） 

第７条 職員の報酬の額は、別表のとおりとする。 

（災害補償） 

第８条 職員に対する公務上の災害または通勤による災害に対する補償は、労働者災



害保険法（昭和２２年法律第５０号）および特別区非常勤職員の公務災害補償等に

関する条例（昭和４３年特別区人事・厚生事務組合条例第８号）の定めるところに

よる。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、職員の取扱いに関し必要な事項は、別に定め

る。 

付 則 

この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 

別表（第２条、第３条、第６条および第７条関係） 

職 職務内容 任用基準 勤務日・勤務時間 報酬額 

区政相談員 管理職が対応を

迫られている常

習的な、また悪質

な要求を行う者

への対応および

その対応に関す

る相談・助言、研

修の実施、その他

関連する職務 

行政に係る不当

な要求への対応

に知識と経験が

あり、職員からの

相談に対して的

確な助言をする

ことができ、直接

対応することが

できる者 

所属長が定める

日・時間 

月額 ８

４，００

０円 

訟務員 法律に関する相

談・助言、その他

関連する職務 

弁護士の資格を

有し、行政に関し

豊富な知識を有

する者 

所属長が定める

日・時間 

月額 １

５０，０

００円 

観光アドバ

イザー 

品川区の観光振

興 に 関 す る 相

談・助言および調

査に関連する職

務 

国内や海外の観

光情勢に精通し

品川区観光振興

協議会をはじめ

とする区内の観

光関連団体等に

指導や助言をす

ることができる

学識経験者 

所属長が定める

日・時間 

月額 ５

０，００

０円 



医師（福祉事

務所） 

生活保護法（昭和

２５年法律第１

４４号）に基づく

医療扶助の要否

の判定および助

言・指導に関する

職務 

医師の資格を有

し、職務の遂行に

必要な知識また

は能力を有する

者 

所属長が定める

日・時間 

月額 １

６５，０

００円 

医師Ⅰ（保育

園） 

園児の健康診断

および健康相談

等に関する職務 

医師の資格を有

し、乳幼児の扱い

に習熟した者 

年２回の健康診

断および新入園

児の健康診断、ま

た救急措置時に

おいて所属長が

定める日・時間 

月額 ４

０，５０

０円 

医師Ⅱ（保育

園） 

園児（零歳児を含

む）の健康診断お

よび健康相談等

に関する職務 

医師の資格を有

し、乳幼児の扱い

に習熟した者 

年２回の健康診

断および新入園

児の健康診断、ま

た零歳児の健康

診断や救急措置

時において所属

長が定める日・時

間 

月額 ６

２，５０

０円 

医師Ⅲ（保育

園） 

特別支援児の保

育や保護者への

対応に関する助

言・指導等に関す

る職務 

医師の資格を有

し、乳幼児の扱い

に習熟した者 

年２０回の定例

的な巡回指導、ま

た緊急相談時に

おいて所属長が

定める日・時間 

月額 ６

２，５０

０円 

歯科医師（保

育園） 

園児の定期歯科

検診、健康相談等

に関する職務 

歯科医師の資格

を有し、乳幼児の

扱いに習熟した

者 

年２回の定期歯

科検診および健

康相談、年１回の

在園児に対して

の歯磨き指導と

保護者への歯科

健康指導、救急処

置時において所

属 長 が 定 め る

日・時間 

月額 １

９，８０

０円 

医師（保健 保健所における 医師の資格を有 所属長が定める 日額 ２



所） 医師の職務 し、公衆衛生行政

に関して高度の

知識・経験を有す

る者 

日・時間 ７，８０

０円 

歯科医師（保

健所） 

保健所における

歯科医師の職務 

歯科医師の資格

を有し、公衆衛生

行政に関して高

度の知識・経験を

有する者 

所属長が定める

日・時間 

日額 ２

７，８０

０円 

産業医 労働安全衛生規

則（昭和４７年労

働省令第３２号）

第１４条および

第１５条に規定

する職務 

医師の資格およ

び産業医資格を

有する者 

月８時間および

所属長が定める

日・時間 

月額 １

４４，０

００円 

月４時間および

所属長が定める

日・時間 

月額 ７

２，００

０円 

月２時間および

所属長が定める

日・時間 

月額 ３

６，００

０円 

心理カウン

セラー 

職員の精神面の

カウンセリング

および指導に関

する職務 

精神衛生相談に

関し知識・経験を

有する者 

月２日および所

属 長 が 定 め る

日・時間 

月額 １

３２，０

００円 


